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夏
季
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針

業
務
に
つ
い
て

農
業
者
年
金
の
受
給
者
へ

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

ス
ト
ー
マ
ケ
ア
に
つ
い
て

講
習
会
の
ご
案
内

学
生
の
皆
さ
ん
へ

就
職
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
す

指
定
難
病
受
給
者
証
の

更
新
に
つ
い
て

▲こちらから

　

７
〜
９
月
期
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
業

務
に
お
い
て
は
、
検
針
員
の
熱
中
症
防
止

の
た
め
、
昼
間
の
暑
い
時
間
帯
を
避
け
、

早
朝
や
夕
方
の
気
温
の
低
い
時
間
帯
に
も

検
針
を
実
施
し
ま
す
。
ご
理
解
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
期
間

　

７
月
期
：
６
月
25
日
〜
７
月
５
日

　

８
月
期
：
７
月
25
日
〜
８
月
５
日

　

９
月
期
：
８
月
25
日
〜
９
月
５
日

夏
季
の
訪
問
時
間
帯

　

午
前
７
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

※

通
常
は
、
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

　

時
30
分
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

城
里
町
上
下
水
道
お
客
様
セ
ン

　

タ
ー

　

☎
０
２
９

－

２
５
５

－

７
５
０
１

　

農
業
者
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
は
、
農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
が
生
存
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認

や
、
経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

が
農
業
を
再
開
し
た
り
、
貸
し
て
い
た
農

地
の
返
還
を
受
け
た
り
し
て
い
な
い
か
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

受
給
権
者
に
は
、
５
月
下
旬
に
農
業
者

年
金
基
金
か
ら
現
況
届
の
書
類
が
届
き
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
農
業
委

員
会
事
務
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
経
営
移
譲
年
金
ま
た
は
特
例
付

加
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、「
支
給
停

止
事
由
等
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
の
自

己
チ
ェ
ッ
ク
欄
」も
ご
回
答
の
う
え
、提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

６
月
１
日（
木
）〜
30
日（
金
）

※

平
日
の
み

提
出
先
・
問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
６
９
３（
直
通
）

　

人
工
肛
門
お
よ
び
人
工
膀
胱
造
設
の
方

と
そ
の
ご
家
族
や
、
医
療
関
係
者
な
ど
を

対
象
と
し
て
、
相
談
や
指
導
、
装
具
の
展

示
な
ど
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
に
つ
い
て
の
講
習

会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
　
時　

７
月
16
日
（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

※

受
付
開
始
は
、
午
前
９
時
30
分
か
ら

場
　
所　

水
戸
市
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

　

館 

ミ
オ
ス
２
階 

大
研
修
室

　

（
水
戸
市
赤
塚
１

－

１
）

参
加
費　

１
，
０
０
０
円（
弁
当
、
飲
料
を

　

含
む
・
同
伴
者
も
同
じ
）

講
　
師　

独
立
行
政
法
人 

国
立
病
院
機
構

　

水
戸
医
療
セ
ン
タ
ー 

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア

　

認
定
看
護
師　

村
澤 

美
幸 

先
生

申
込
方
法　

７
月
９
日（
日
）ま
で
に
、
電

　

話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
先
・
問
合
せ　

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

　

会 

茨
城
県
支
部 

中
部
地
区
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
０

－

２
５
６
０

－

９
５
５
９

　

大
学
院
、
大
学
、
短
大
、
高
専
、
専
修

学
校
、
能
開
校
等
の
令
和
６
年
３
月
卒
業

予
定
者
お
よ
び
既
卒
未
就
職
者（
卒
業
後
お

お
む
ね
３
年
以
内
）を
対
象
に
、
県
内
の
企

業
を
集
め
た
面
接
会「
チ
ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら

き
就
職
フ
ェ
ア
」（
前
期
）を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時　

６
月
17
日
（
土
）

　

①
午
前
10
時
40
分
〜
午
後
12
時
40
分

　

②
午
後
２
時
〜
４
時

※

午
前
の
部
と
午
後
の
部
で
参
加
企
業
を

　

入
れ
替
え
て
行
わ
れ
ま
す
。

場
　
所　

駿
優
教
育
会
館

　

（
水
戸
市
三
の
丸
１

－

１

－

42
）

申
込
方
法　

チ
ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら
き
就
職

　

フ
ェ
ア
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

　

き
、
い
ば
ら
き
電
子

　

申
請
・
届
出
サ
ー
ビ

　

ス
に
て
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
労
働
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
６
４
５（
直
通
）

　

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
は
、
毎
年
、
更
新
申
請
が
必
要

で
す
。
受
付
期
間
内
に
更
新
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
茨
城
県
中
央

保
健
所
か
ら
５
月
に
発
送
さ
れ
た
通
知
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
中
央
保
健
所
健
康
増
進
課

　

☎
０
２
９

－

２
４
１

－

０
１
０
０
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相
　
談

催  

し  

物

関
東
総
合
通
信
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

電
波
の
ル
ー
ル
は
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う

事
業
主
の
方
へ

労
働
保
険
年
度
更
新
の
お
知
ら
せ

弁
護
士
に
よ
る
無
料
電
話
相
談

女
性
の
権
利
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

く
ら
し
の
困
り
ご
と

何
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い

常
北
公
民
館
ラ
ウ
ン
ジ
展
を

開
催
し
ま
す

　

令
和
５
年
度
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・

雇
用
保
険
）
の
年
度
更
新
期
間
は
、
６
月

１
日（
木
）
〜
７
月
10
日（
月
）で
す
。
お
近

く
の
労
働
局
、
労
働
基
準
監
督
署
、
金
融

機
関
に
て
期
間
内
に
申
告
・
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

申
告
の
際
は
、
年
度
更
新
申
告
書
受
理

相
談
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電
子
申
請

に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
書
の
書
き

方
や
電
子
申
請
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
度
更
新
申
告
書
は

５
月
下
旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

茨
城
労
働
局 

総
務
部 

労
働
保

　

険
徴
収
室

　

☎
０
２
９

－

２
２
４

－

６
２
１
３

　

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま

で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強

化
期
間
」
と
定
め
、「
み
ん
な
知
っ
て
る
？

電
波
の
不
正
利
用
は
犯
罪
な
ん
だ
よ
！
」を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
電
波
を
正
し
く
利
用
し

て
い
た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動
お

よ
び
不
法
無
線
局
の
取
り
締
ま
り
を
強
化

し
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無
線
局
は
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
放
送
、
携
帯
電
話
な
ど

の
身
近
な
も
の
か
ら
、
警
察
や
消
防
、
救

急
用
無
線
な
ど
人
命
に
関
わ
る
重
要
な
も

の
ま
で
、
多
く
の
無
線
に
対
し
て
混
信
・

妨
害
を
与
え
、
私
た
ち
の
生
活
や
安
全
を

お
び
や
か
し
ま
す
。
安
全
で
豊
か
な
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
、
電
波
は
ル
ー
ル
を

守
り
、
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

電
波
の
３
つ
の
ル
ー
ル

　

①
無
線
機
器
を
使
用
の
際
は「
技
適
マ
ー

　
　

ク
」
の
確
認
を
。

　

②
電
波
の
利
用
に
は
、
原
則
、
免
許
が

　
　

必
要
で
す
。

　

③
外
国
規
格
の
無
線
機
に
は
ご
注
意
を
。

問
合
せ　

関
東
総
合
通
信
局

　

（
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害
）

　

☎
０
３

－

６
２
３
８

－
１
９
３
９

　

（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害
）

　

☎
０
３

－

６
２
３
８

－

１
９
４
５

　

日
常
生
活
に
お
け
る
ち
ょ
っ
と
し
た
悩

み
や
困
り
ご
と
な
ど
、
誰
に
相
談
し
た
ら

よ
い
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
い
ば
ら
き
で
は
、

専
任
の
相
談
員
が
皆
さ
ん
の
相
談
に
応
じ

て
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
内
容
に
よ
り
適

切
な
専
門
家
や
専
門
機
関
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　

月
曜
〜
土
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時
30
分

相
談
先
・
問
合
せ　

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
い

　

ば
ら
き

　

☎
０
１
２
０

－

７
８
６

－

１
８
４

　

茨
城
県
弁
護
士
会
で
は
、
女
性
に
対
す

る
暴
力
や
離
婚
に
関
す
る
諸
問
題
、
職
場

内
で
の
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や

差
別
、
同
性
婚
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
女

性
の
権
利
に
関
す
る
無
料
電
話
相
談
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
詳
し
い
弁
護
士
が
、

対
処
の
方
法
や
正
し
い
法
律
知
識
を
提
供

し
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
　
時　

６
月
27
日（
火
）

　

午
後
１
時
〜
４
時

相
談
電
話
番
号

　

☎
０
２
９

－

２
３
１

－

５
５
３
０

問
合
せ　

茨
城
県
弁
護
士
会
事
務
局

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

３
５
０
１

　

常
北
公
民
館
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

ラ
ウ
ン
ジ
展
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。　

内
　
容　

写
真
撮
影
サ
ー
ク
ル
「
城
里
光

　

画
ク
ラ
ブ
」
に
よ
る
作
品
の
展
示

期
　
間　

６
月
13
日
（
火
）
〜
22
日
（
木
）

※

休
館
日
の
６
月
19
日（
月
）を
除
く

開
館
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
10
時

※

最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で

問
合
せ　

常
北
公
民
館

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
５
７
５


